
※受付時間は午前 8 時45
分から午後4時まで。※
土・日曜・祝日はお休み
です（ 2 月24日の日曜は
受け付けを行います）
※所得税の還付申告等の
受付は正午～午後 1 時は
お休みです

※申告開始後数日間および期限間近は、会場が大変混雑します。混雑
時には午前中受付分を受付終了時間前に打ち切ることがありますの
で、あらかじめご了承ください。
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所得税等の確定申告

市・県民税の申告

問合せ 川口税務署（申
告案内窓口）1252－5186

s事業を営んでいる方
s地代や家賃などの不動産
収入がある方

s給与収入（パート収入を
含む）がある方

s配当・原稿料などの収入
がある方

s年金を受給されている方
s国民健康保険に加入され
ている方

s勤務先から市へ給与
支払報告書が提出さ
れている方

s所得税の確定申告を
される方

s申告書が届いた方で、
前記に該当する方お
よびその同居する扶
養親族の方

①市役所からお送りした申告書
②昨年中の収入および経費の内訳が分かる書類
③給与所得者は源泉徴収票
④年金を受給されている方は公的年金等の源泉徴収票
⑤国民健康保険税・国民年金・介護保険の領収証書等
⑥生命保険料の控除証明書
⑦地震保険料の控除証明書
⑧印鑑

申告が必要な方 申告が必要ない方

蘆確定申告書は郵送でも提出できます。
蘆e－taxでの提出は大変便利です。詳しくは国税庁ま
たはe－taxのホームページをご覧ください。
蘆確定申告書の書き方については次の日程で、直接ご
相談いただけます。（期間内は、税務署に確定申告書作
成会場はありません。各会場へお越しださい。）

確定申告書の作成はご自分で

申告に必要なもの

《市・県民税の申告》日程と会場
 2 月 18 日（月）～22 日（金）

 2 月 24 日（日）～3月 7日（金）

 3 月 10 日（月）～3月 17 日（月）

 市役所 2階市民フォーラム

 市役所 2階 209 会議室

 市役所 2階市民フォーラム

問合せ 税務課・内線262
5～2628

※申告書は 2月14日ごろにお送りします。申告書が届かない方、
申告書がなくても申告が必要と思われる方は、直接会場に
おいでになるか、電話でお問い合わせください。

今年も、市・県民税の申告受付が始まります。会場は大変混雑しますので、時間に余裕を持ってご来場ください。
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控
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設
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の
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に
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得
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が
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た
た
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控
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控
除

額
が
減
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が
あ
り
ま
す
。

18
年
末
ま
で
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し
、
所
得

税
の
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宅
ロ
ー
ン
控
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て
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控
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告
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控
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蘆
18
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か
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に
か
け
て
の
所

得
変
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に
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経
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に
つ
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19
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度
か
ら
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税
源
移
譲
に
よ

り
、
所
得
税
の
税
負
担
の
軽
減
の

影
響
は
受
け
ず
、
住
民
税
の
税
負

担
の
増
加
の
影
響
の
み
を
受
け
る

方
（
19
年
に
所
得
税
が
課
さ
れ
な

い
方
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に
つ
い
て
、
20
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7
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1

日
か
ら
7
月
31
日
ま
で
の
間
に
申

告
す
る
こ
と
に
よ
り
、
既
に
納
付

済
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19
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度
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税
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源
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な
っ
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当
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還
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受
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で
き
ま
す
。

蘆
地
震
保
険
料
控
除
の
創
設

近
年
多
発
し
て
い
る
地
震
災
害

を
受
け
、
地
震
保
険
料
控
除
が
創

設
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
従
来
の
損
害
保

険
料
控
除
（
一
部
の
長
期
損
害
保

険
を
除
く
）
は
廃
止
に
な
り
ま
し

た
。

蘆
17
年
1
月
1
日
現
在
65
歳
以
上

で
あ
っ
た
方
へ
の
、
老
年
者
非

課
税
措
置
廃
止
に
伴
う
経
過
措

置
に
つ
い
て

18
年
度
か
ら
、
65
歳
以
上
で
合

計
所
得
金
額
1
2
5
万
円
以
下
の

方
に
対
す
る
非
課
税
措
置
が
廃
止

さ
れ
、
そ
の
経
過
措
置
と
し
て
、

18
年
度
に
は
税
額
の
3
分
の
2
、

19
年
度
に
は
税
額
の
3
分
の
1
を

減
額
し
て
い
ま
し
た
が
、
20
年
度

に
は
こ
の
減
額
措
置
が
な
く
な
り

ま
す
。
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務
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線
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6
2

5
〜
2
6
2
8

【地震保険料控除内容と限度額】

※受付時間は午前 9
時から午後 4 時ま
で。2月24日と 3 月
2 日の日曜は開設し
ます（混雑状況によ
り、受付時間内でも
受付を終了する場合

 2 月 13 日（水）～15 日（金）

 2 月 18 日（月）～3月 4日（火）

 3 月 5 日（水）～ 17 日（月）

川口総合文化センター・リリア 1階

キュポ・ラ 4階川口駅前市民ホール　フレンディア

《所得税の申告》　日程と会場

川口総合文化センター・リリア 1階

があります。あらかじめご了承ください。※お車、自転車等でお
越しの方は、会場周辺の駐車場、駐輪場（いずれも有料）をご利
用ください。
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埼玉県都市競艇組合が主催する戸田競艇の収益金は鳩ヶ谷市の貴重な財源になっています
2 月の開催日程　 2 月 1 日（金）～ 2 月 4 日（月）、 7 日（木）～10日（日）、27日（水）～ 3 月 3 日（月）

u規　格 q広報はとがや＝縦45・6a×横90a（ 2色
刷）、w市ホームページ＝縦60ピクセル×横150ピクセ
ル、4 Kバイト以内、GIF形式（アニ
メーション不可）
e「全庁共通用封筒（郵送用封筒）」
縦45a×横100a
u対　象 次のいずれかに該当する
広告は、掲載できません。
市の公共性、中立性およびその品位を損なうおそれ

があるもの 風俗営業等に規制および業務の適正化に
関する法律第 2 条に掲げる営業に該当するもの 政治
活動、宗教活動、意見広告および個人の宣伝に係るも
の 公の秩序または善良の風俗に反するおそれのある
もの その他広告として掲載することが妥当でないと
市長が認めるもの
u申込み 「有料広告掲載申込書」に必要事項を記入
し、原稿を添えて、3 月14日（金）までに提出してく
ださい。※審査のうえ、掲載の可否をお知らせします。
u提出・問合せ qw秘書広報課広報広聴係・内線21
26、e庶務課管財係・内線2321
※申込書・要綱・基準はホームページからダウンロー
ドできます。次回「広報はとがや」および「市ホームペ
ージ」の広告募集については、5月号に掲載予定です。

B「ねんきん特別便」が届いたら
「ねんきん特別便」が届きましたら、ご自身の記録

に漏れがないか、確認をしてください。
また、「確認はがき」と「年金加入記録照会票」が同
封されていますので、郵送された内容に訂正等がない
場合は「確認はがき」を、訂正の必要がある場合は
「年金加入記録照会票」を、速やかに提出してください。
ご本人からの回答をもって、記録の確認作業が完了

しますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。

自
動
体
外
式
除
細
動
器
（
A
E
D
）
の
取
扱

い
を
含
め
た
普
通
救
命
講
習
会
を
開
催
し
ま
す
。

日
　
時

3
月
16
日
（
日
）
午
前
9
時
半
〜
午

後
0
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半

場
　
所

中
央
公
民
館

定
　
員
　
20
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（
市
内

在
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ま
た
は
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勤
者
）
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込
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月
15
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（
金
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ら
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8
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・
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1
1
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受
付
期
間

2
月
19
日
（
火
）
〜
21
日
（
木
）
午
前
9
時
〜
午
後
8
時

受
付
場
所

子
育
て
支
援
課
（
市
役
所
2
階
）

入
所
対
象
年
齢

0
歳
〜
2
歳
児
（
17
年
4
月
2
日
以
降
に
生
ま
れ
、

20
年
4
月
1
日
現
在
で
、
生
後
8
週
以
上
）
の

お
子
さ
ん

必
要
書
類

2
月
1
日
（
金
）
か
ら
子
育
て
支

援
課
で
配
布
す
る
「
入
所
の
し
お
り
（
追
加
受

付
）」
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
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せ

子
育
て
支
援
課
・
内
線
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9
2
4
、

3
9
2
5

20
年
度

保保
育育
所所
入入
所所
のの
追追
加加
受受
付付

B「ねんきん特別便」を順次発送しています
年金記録の中で、基礎年金番号に結びついていない

約 5 千万件の記録について、19年11月からコンピュー
ターで、個人を特定する作業を開始しています。
この作業で、基礎年金番号の記録と結びつく可能性

のある記録が出てきた方に「ねんきん特別便」を順次
郵送しています。

B住所を変更された方は届出をお願いします
大切な「ねんきん特別便」を確実にお届けするため

に、住所変更の届出がお済みでない方は、早急な手続
きをお願いします。（住所の変更・訂正は、ご自身によ
る手続きが必要です。）
蘆届出先
【国民年金第 1号被保険者】
市国保年金課（市役所 1階）

【厚生年金加入者および国民年金第 3号被保険者】
厚生年金加入者のお勤め先の社会保険担当者へ

【年金受給者】
浦和社会保険事務所またはお近くの社会保険事務所

B結婚等で名字が変わった方
結びつく可能性のある記録を探すためにも、お手持

ちの古い年金手帳をご確認いただき、氏名変更のお届
けがない方は、変更の届出をお急ぎください。

問合せ 市国保年金課・内線3225、浦和社会保険事務
所1048－831－1611

▼
20
年
4
月
か
ら
認
可
園
と
し
て
開
設
予
定
の
マ
リ
ヤ
保
育
園
に
限

っ
た
入
所
の
追
加
受
付
を
行
い
ま
す
。

u募集枠および広告料
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